
 

 

「日本木材学会地域学術振興賞」受賞候補者の推薦依頼について 

 
  日本木材学会では2026年度「日本木材学会地域学術振興賞」を、下記に示す関連の授与規程および授与内規にし

たがって授与いたします。会員は授与規程により、それぞれの賞を受賞するにふさわしい研究業績をあげた会員を、

推薦委員会に推薦することができます。推薦委員会では、多数の会員からのご推薦を期待しております。推薦いた

だく場合は、以下の要領にしたがって「推薦書」をお送りください。 

 

日本木材学会地域学術振興賞 

【受賞対象となる研究者とその業績】 授与規程第２項に明記してある通り、木材学に関する学術の発展と研究成

果の普及に貢献した本学会正会員が、受賞の対象となる。 

 

【推薦書】 木材学会ホームページより「推薦書（Chiiki-sho_recommendation.docx）」をダウンロードし、必要

事項を記載する。作成した推薦書はMS Word形式およびPDF形式で保存し、電子メール（件名を「日本木材学会地域

学術振興賞推薦書」とする）の添付ファイルとして下記のアドレスまで送付すること。 

 

【締切り】 2026年9月25日（金）12:00（必着） 

【電子メールアドレス】 suisen@jwrs.org 
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〈日本木材学会地域学術振興賞授与規程〉 

    本会定款第４条第５項の規程に基づき，授賞に関して次のように定める． 

１．本会に「日本木材学会地域学術振興賞」（以下「振興賞」という．）を設ける． 

２．振興賞は，特定の地域において，木材学に関する学術の発展と研究成果の普及に貢献した正会員個人に，

その業績を称える目的で授与する． 

３．毎年３名以内の受賞者を選び，賞状並びに記念品を贈る． 

４．授賞のための推薦委員会及び選考委員会を設ける． 

５．推薦委員会は，本会副会長３名以内，理事３名および渉外担当常任理事の合計７名以内で構成する．当該

顕彰を担当する理事は会長が専門分野に配慮して理事の中から指名する．委員長は，理事会の議を経て会

長が委嘱する． 

６．選考委員会は，代議員と渉外担当常任理事で構成する．委員長は，理事会で決定し，会長が委嘱する．た

だし，受賞候補者として推薦された者は，委員長又は委員となることはできない．委員長並びに委員の任

期は１年とし，重任を妨げない． 

７．会員は受賞に値すると思われる個人を，推薦委員会に申し出ることができる．推薦委員会は，推薦事項を

とりまとめて，会長に報告する． 

８．会長は，推薦委員会の報告に基づき，選考委員会に受賞候補者の選考を委嘱する．選考委員会は，被推薦

者の中から，受賞に最も適当と考えられる者３名以内を候補者として選び，会長に報告する． 

９．会長は，大会などの機会に受賞者を表彰するほか，定時総会，学会誌上等で受賞内容を報告する． 

１０．賞に要する費用は，本会の経費及び寄付金をもって充てる． 

１１．この規程の実施に関する内規は，別に定める． 

  附則 

    この規程は，1992年10月1日より実施する． 

  附則（1995年1月28日改正） 

    この規程は，1995年1月28日より実施する． 

 附則 

  2010年度の選考委員は，2009年度に日本木材学会の評議員であった者で構成する． 

  この規程は，2010年5月14日より実施する． 

附則 

  この規程は，2011年6月24日より実施する． 

 附則 

  この規程は，2014年6月20日より実施する． 

附則 

  この規程は，2018年3月13日より実施する． 

  



 

 

〈日本木材学会地域学術振興賞授与内規〉 

    日本木材学会地域学術振興賞授与規程に基づき，以下の内規を定める．ただし，この内規は，各委員会の討

議及び常任理事会の承認を経て，随時改めることができる． 

  １．提出書類（電子ファイル） 

    ・推薦書（フォーマットはホームページに掲載、Word形式およびPDF形式） 

  ２．選考 

    選考は，次の各項により行う． 

      イ）選考は，委員の書面あるいは電磁的方法による投票で行う．投票の成立は全委員数の2/3を必要とす

る． 

      ロ）投票は，被推薦者の中から無記名３名連記とする．ただし，不完全連記も有効とする．投票の結果，

有効投票数に被推薦者数を（被推薦者が３を超える場合は３を）乗じた数を被推薦者数で除した値の

二分の一以上の票数を得た者を受賞候補者とする．この場合３名を超えるときは，上位３名までを受

賞候補者とする．同点の場合は年長者を優先する． 

３．承認 

承認は，次の各項により行う． 

イ）理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は，選考報告書によるほか，理事会における選考委員長の

口頭説明によって行う． 

ロ）承認は理事会出席者の過半数をもって決定する． 

附則 

  この内規は，2011年6月24日より実施する． 

 附則 

  この内規は，2014年6月20日より実施する． 

 附則 

   この規程は，2017年6月23日より実施する． 

附則 

  この内規は，2018年3月13日より実施する． 

附則 

  この内規は，2025年1月10日より実施する． 

 附則 

  この内規は，2026年1月9日より実施する． 

 

 

 


